
　
　
　

は
じ
め
に

　

享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
八
月
、
萩
藩
江
戸
藩
邸
に
、「
慶
長
年
中
よ
り
寛

永
年
中
迄
之
間
、
御
城
廻
り
御
普
請
御
手
伝
御
勤
候
ハ
ヽ
、
何
之
年
、
場
所
者

い
つ
方
ニ
て
、
い
つ
れ
よ
り
何
れ
迄
之
所
御
勤
候
訳
」
を
調
査
し
て
書
き
出
す

よ
う
に
、
と
の
幕
府
か
ら
の
廻
状
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
さ
っ
そ
く
関
係
文
書
を

探
し
て
み
た
が
、
公
儀
所
留
（
留
守
居
の
記
録
）
を
繰
っ
て
も
記
載
が
な
く
、

か
ろ
う
じ
て
み
い
だ
せ
た
の
は
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
「
き
れ
ゝ
ゝ
之

扣
」
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
国
元
に
照
会
を
か
け
、
国
元
で
は
さ
ら
に
家
臣

に
関
連
史
料
の
提
出
を
命
じ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
提
出
さ
れ
た
数
家
か

ら
の
文
書
や
、
藩
の
蔵
に
あ
っ
た
「
古
勘
文
」
な
ど
を
か
き
集
め
、
よ
う
や
く

と
り
ま
と
め
て
江
戸
に
知
ら
せ
て
い
る
（
１
）。
幕
府
普
請
役
の
記
録
な
ど
、
こ

の
段
階
で
は
藩
に
お
い
て（
そ
し
て
幕
府
に
も
）き
ち
ん
と
し
た
形
で
は
伝
わ
っ

て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　

と
も
あ
れ
そ
う
し
て
と
り
ま
と
め
た
内
容
が
表
１
の
一
覧
と
な
る
。
み
ら
れ

る
よ
う
に
寛
永
十
三
年
の
江
戸
城
普
請
ま
で
、
と
く
に
慶
長
年
中
に
は
ほ
ぼ
毎

年
の
よ
う
に
負

担
し
て
い
た
。

さ
ら
に
こ
れ
以

降
、
慶
安
二
・

三
年
（
一
六
四

八
・
四
九
）
に

も
江
戸
城
石
垣

修
理
を
担
当
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
が
一

七
世
紀
半
ば
ま

で
に
萩
藩
が
担
当
し
た
幕
府
普
請
役
の
全
貌
と
な
る
（
あ
く
ま
で
江
戸
城
を
は

じ
め
と
す
る
城
郭
普
請
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
禁
裏
普
請
の
負
担
な
ど
も
あ
っ

た
）。
こ
う
し
た
普
請
に
、
萩
藩
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

普
請
役
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
大
名
や
国
奉
行
を
通
じ
て
全
国
の
武
士
・
百
姓
・

職
人
を
、
秀
吉
の
よ
う
に
戦
争
で
は
な
く
普
請
に
動
員
す
る
こ
と
で
、
公
儀
へ

表１　享保７年提出「公儀御普請御手伝」の先例
年 内容
慶長7 伏見城治部少丸地引
慶長11 江戸本丸御普請
慶長12 駿河本丸御普請
慶長13 駿河三之丸御普請
慶長14 丹波篠山御普請
慶長15 尾張名古屋城御普請
慶長19 江戸城二之丸御普請
元和2 大坂城御普請
元和6 大坂御普請
元和9 大坂御影石御仕置之御普請
寛永元 大坂本丸御普請
寛永2 大坂本丸御普請
寛永5 大坂御普請
寛永9 江戸御普請
寛永13 江戸御普請
毛利家文庫「御勤事」32「御城廻御普請御手
伝御務之趣公儀江被仰出候記録」より作成。

　
　
　
幕
府
普
請
役
へ
の
萩
藩
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
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の
役
負
担
を
基
軸
と
す
る
身
分
支
配
の
体
系
強
化
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
の
評
価
が
あ
る
（
２
）。
役
を
通
し
た
身
分
支
配
の
確
立
を
狙
っ
た
と
い

う
の
だ
か
ら
、
体
制
づ
く
り
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賦
課
を
受
け
た
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
が
ど
の
よ
う
に
領
内
か
ら

人
足
を
調
達
し
た
の
か
、
そ
の
具
体
相
に
つ
い
て
の
報
告
は
意
外
に
少
な
い
よ

う
に
思
う
（
３
）。
萩
藩
担
当
の
普
請
役
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
と
く
に
人
足
調

達
と
い
う
局
面
に
し
ぼ
っ
て
、
以
下
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

一　

幕
府
か
ら
の
割
り
当
て

　

ま
ず
慶
安
二
・
三
年
の
江
戸
城
普
請
を
と
り
あ
げ
て
、
幕
府
か
ら
の
割
り
当

て
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

慶
安
二
年
六
月
二
十
日
の
地
震
に
よ
っ
て
江
戸
城
の
石
垣
が
多
数
崩
壊
し
た

さ
い
、
萩
藩
は
築
直
し
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、

七
月
七
日
付
け
で
在
府
中
の
藩
主
が
国
元
加
判
衆
（
国
家
老
）
に
報
じ
た
な
か

で
は
、
今
回
は
担
当
が
回
っ
て
き
そ
う
で
あ
り
、
命
じ
ら
れ
て
つ
と
め
る
よ
り

も
「
訴
訟
申
上
候
得
者
御
馳
走
ニ
茂
」
な
る
し
、
な
に
よ
り
今
回
は
「
か
ろ
き

事
」
で
も
あ
り
、
去
る
四
日
、
幕
府
老
中
に
担
当
す
る
旨
を
申
し
入
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
（
４
）。

　

そ
の
う
え
で
、
破
損
個
所
の
修
復
な
の
だ
か
ら
石
は
す
で
に
あ
る
も
の
を
使

え
ば
よ
く
、
不
足
な
ら
幕
府
か
ら
渡
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
、
こ
ち
ら
で
用
意
の

必
要
は
な
い
。
ま
た
「
普
請
之
者
差
上
候
歩
当
」、
人
足
を
拠
出
す
る
基
準
に

つ
い
て
は
、
丁
場
の
大
小
に
し
た
が
っ
て
指
示
を
す
る
の
で
ま
だ
確
定
で
き
な

い
、
と
り
あ
え
ず
先
年
の
歩
当
を
参
考
に
準
備
し
て
お
く
よ
う
に
、
と
し
て
い

る
。
幕
府
か
ら
は
丁
場
の
規
模
が
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
足
数
は
藩
の

側
が
判
断
し
て
決
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
ご
幕
府
の
お
そ
ら
く
は
普
請
奉
行
か
ら
丁
場
が
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
、の
ち
に
な
さ
れ
た
幕
府
へ
の
報
告
で
は
、「
内

桜
田
馬
下
馬
之
御
門
台
・
御
見
付
ほ
う
あ
て
築
直
シ
」「
二
ノ
御
丸
御
鷹
師
部

屋
之
脇
の
く
い
違
築
直
シ
壱
ケ
所
」「
外
桜
田
口
平
石
垣
并
角
弐
ツ
築
直
シ
」「
半

蔵
町
口
御
門
台
築
直
シ
壱
ケ
所
」
の
計
四
ケ
所
が
あ
が
っ
て
い
た
（
５
）。

　

ま
た
普
請
の
最
中
、
慶
安
三
年
二
月
十
六
日
付
で
、
国
元
加
判
衆
が
江
戸
に

派
遣
し
て
い
る
普
請
奉
行
に
宛
て
た
御
用
状
に
は
つ
ぎ
の
一
節
が
あ
る
（
６
）。

　
　

一 

右
之
御
丁
場
計
ニ
て
ハ
中
々
相
澄
申
間
敷
候
、
諸
家
御
大
名
衆
子
ノ
歳

（
寛
永
十
三
年
）
以
後
近
年
之
御
普
請
坪
当
壱
万
石
ニ
百
五
拾
坪
之
当

ニ
被
成
御
調
之
由
候
、
左
候
時
者
殿
様
江
茂
多
分
右
之
分
ニ
て
可
有
御

座
候
、
然
時
者
只
今
迄
之
坪
当
六
百
四
拾
坪
程
ニ
当
り
申
候
、
然
者
殿

様
当
年
之
御
普
請
石
高
弐
拾
七
万
石
ニ
て
候
、
壱
万
石
ニ
百
五
拾
坪
当

ニ
し
て
右
之
石
高
ニ
御
引
合
せ
候
へ
者
、
四
千
五
拾
坪
程
ニ
て
御
座
候

由
、
左
様
御
座
候
時
者
大
段
之
御
仕
出
旁
成
か
ね
可
申
哉
と
爰
元
ニ
て

承
、
笑
止
千
万
ニ
存
候

「
右
之
御
丁
場
」
と
は
、
十
二
月
初
め
に
桜
田
見
付
矢
倉
台
の
普
請
を
終
え
、

ま
た
二
番
丁
場
と
し
て
受
け
と
っ
た
鷹
部
屋
脇
食
い
違
い
も
完
成
さ
せ
た
あ

と
、
年
明
け
に
桔
梗
門
脇
平
石
垣
二
〇
〇
間
を
追
加
で
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
さ

四
四



し
て
い
る
。
引
用
箇
所
に
は
、
寛
永
十
三
年
以
降
、
諸
家
に
は
一
万
石
当
た
り

一
五
〇
坪
の
割
り
当
て
が
慣
例
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
当
藩
は
役
高
二
七
万

石
な
の
で
四
〇
五
〇
坪
で
済
む
は
ず
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
大
幅
に
上
回

る
状
態
だ
、
と
の
報
を
受
け
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
普
請
石
高
二
七
万

石
と
は
、
朱
印
高
か
ら
一
〇
万
石
の
免
除
分
を
差
し
引
い
た
役
高
の
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
（
７
）、
幕
府
か
ら
諸
藩
へ
は
役
高
に

応
じ
た
坪
数
が
割
り
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
て
ど
の
よ
う
に

人
足
を
調
達
し
普
請
を
遂
行
す
る
か
は
、
各
藩
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
８
）。

　
　
　

二　

普
請
人
足
の
調
達

 

（
一
）
慶
安
普
請
の
ば
あ
い

　

そ
う
し
て
割
り
当
て
を
受
け
た
あ
と
の
、
領
内
に
お
け
る
普
請
役
調
達
の
よ

う
す
を
ひ
き
つ
づ
き
慶
安
普
請
に
即
し
て
み
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
と
き
に
は
家
臣

に
対
し
、
一
歩
役
、
つ
ま
り
百
石
あ
た
り
一
人
と
い
う
基
準
で
賦
課
し
て
い
た
。

普
請
奉
行
を
つ
と
め
た
益
田
家
に
残
さ
れ
た
覚
書
を
み
る
と
（
表
２
）、
対
象

は
大
組
お
よ
び
物
頭
組
（
益
田
修
理
組
）
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
家
臣
団
の

中
核
部
隊
で
あ
る
大
組
は
こ
の
こ
ろ
に
は
六
組
編
成
で
、
各
組
に
は
組
頭
と
は

別
に
、
一
門
か
ら
大
頭
が
一
人
づ
つ
配
属
さ
れ
組
を
統
率
し
て
い
た
（
９
）。
少

し
前
の
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
分
限
帳
で
は
、
一
組
六
〇
人
程
度
で
合
計
三

七
〇
人
を
数
え
て
い
る
（
10
）。

　

ま
た
表
２
に
よ
れ
ば
、
二
割
ほ
ど

の
免
除
分
を
差
し
引
い
た
役
高
は
計

一
一
万
石
余
で
あ
る
。
普
請
奉
行
が

国
元
で
普
請
の
準
備
を
指
示
し
た
な

か
に
も
、「
今
度
御
普
請
出
人
壱
歩

役
之（
ニ
）付
、
都
合
千
人
之
少
余
ニ
而
可

有
御
座
候
之
間
、
可
成
ほ
と
肝
煎
之

者
少
ニ
て
相
調
候
様
ニ
御
仕
組
可
有

之
候
」
と
の
箇
条
が
あ
る
（
11
）。
た

し
か
に
表
示
の
役
高
へ
の
賦
課
分
、

合
計
千
人
強
が
出
人
の
全
体
な
の

だ
っ
た
。
な
お
役
高
四
八
四
〇
石
の

物
頭
組
は
五
〇
人
弱
の
拠
出
で
済
む

は
ず
だ
が
、
同
じ
覚
書
に
、「
御
弓

鉄
炮
之
者
百
人
可
指
上
之
通
被
仰
下
候
事
、
但
、
是
ハ
惣
御
人
数
之
お
さ
へ
肝

煎
并
御
普
請
之
町
場
番
所
な
と
ニ
可
被
置
と
の
事
」
と
の
箇
条
が
あ
り
、
役
高

基
準
の
倍
の
一
〇
〇
人
を
差
し
出
し
た
こ
と
、
た
だ
し
そ
れ
ら
は
監
督
も
し
く

は
番
人
と
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
人
足
は
も
っ
ぱ
ら
家
臣
、
な
か
で

も
大
組
六
組
か
ら
差
し
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
百
姓
役
が
加
わ
っ
た
形
跡
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
別
に
、
江
戸
で
日
用
が
雇
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
普
請
終
了

後
、経
費
を
ま
と
め
た
な
か
に
、石
切
日
用
一
万
三
一
三
人（
一
人
当
た
り
約
二
・

表２　慶安普請における組ごとの役高
組 知行高（石） 除方（石） 役高（石）

志摩守組 22690 2724 19966
紀伊守組 20332 3729 16603
佐渡守組 21628 3765.7 17862.3
宮内少輔組 22206 5959 16247
右京殿組 21252 4816 16436
益田越中組 22570 3809 18761
益　修理組 9080 4240 4840
内藤蔵之丞 240
計 139998 29042.7 110715.7
益田家文書 52-4「江戸御普請ニ付而六組石高之事」より作成。
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二
匁
）、
日
用
夫
二
万
三
四
八
二
人
（
同
一
・
二
匁
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
（
12
）。

こ
れ
ら
合
計
で
三
万
数
千
人
が
江
戸
で
雇
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
こ
の
と

き
の
普
請
は
慶
安
二
年
十
月
な
い
し
十
一
月
に
は
始
ま
り
、
慶
安
三
年
五
月
ご

ろ
に
出
人
は
帰
国
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
（
13
）、
期
間
は
お
よ
そ
半
年
間
ほ
ど

だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
作
業
日
数
が
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
か
の
か
は
確
認
し
よ
う
が

な
い
が
、
出
人
千
人
強
の
の
べ
人
数
が
、
三
万
数
千
人
と
い
う
日
用
の
合
計
数

を
大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
石
切
の
よ
う
な
比
較
的
専
門
的

な
労
働
力
は
江
戸
で
多
く
雇
っ
た
よ
う
だ
が
、
単
純
労
働
の
人
足
と
し
て
は
多

く
を
国
元
か
ら
の
出
人
が
占
め
た
と
み
な
し
う
る
。
江
戸
で
日
用
を
雇
用
す
る

こ
と
は
た
し
か
に
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
補
助
的
な
位
置
づ
け
だ
っ
た
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
慶
安
普
請
に
お
い
て
は
、
家
臣
団
の
う
ち
大
組
か
ら
百
石
あ

た
り
一
人
の
出
人
を
拠
出
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
普
請
人
足
の
中
核
を
構
成
し

て
い
た
。

 

（
二
）
軍
役
と
し
て
の
普
請
役

　

で
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
普
請
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

た
と
え
ば
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
駿
府
城
普
請
で
は
「
自
身
遣
候
も
の

百
石
に
弐
人
、自
身
不
遣
之
も
の
百
石
ニ
三
人
」（
14
）、翌
年
の
再
普
請
で
は
「
百

五
拾
石
に
壱
人
宛
」
と
定
ま
っ
て
い
た
（
15
）。
つ
づ
く
慶
長
十
四
年
の
丹
波
普

請
に
さ
い
し
て
は
「
百
石
に
弐
人
宛
」
だ
っ
た
し
（
16
）、
慶
長
十
五
年
、
名
古

屋
普
請
の
さ
い
は
「
惣
人
数
代
役
者
三
人
役
」、「
今
年
初
而
差
上
せ
候
自
身
衆

之
儀
者
百
石
に
弐
人
役
」
だ
っ
た
（
17
）。

  

ま
た
慶
長
十
九
年
江
戸
城
普
請
の
さ
い
は
百
石
二
人
役
だ
っ
た
が
、
具
体
的

な
割
り
当
て
の
仕
方
が
わ
か
る
「
出
人
帳
」
が
残
さ
れ
て
い
る
（
正
月
十
一
日

付
け
で
普
請
奉
行
両
名
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
）。
表
３
に
そ
の
内
容
を
ま
と
め

て
み
た
。

　

表
の
構
成
を
概
観
し
て
お
け
ば
、
ま
ず
支
藩
の
岩
国
藩
（
吉
川
家
）
と
宍
戸

家
以
下
の
一
門
六
家
で
一
旦
集
計
さ
れ
、
そ
の
あ
と
に
福
原
越
後
組
以
下
一
二

組
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
知
行
高
の
あ
と
に
、「
引
方
」

と
し
て
免
除
分
が
記
さ
れ
る
。
一
二
組
各
組
に
は
負
担
を
全
く
免
除
さ
れ
る
も

の
が
数
人
ほ
ど
い
て
、
あ
わ
せ
て
五
五
人
に
な
る
。
ま
た
普
請
肝
煎
の
拠
出
、

組
頭
役
引
、
組
子
が
自
身
で
赴
い
た
ば
あ
い
、
そ
の
ほ
か
の
理
由
で
一
部
免
除

と
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
知
行
高
か
ら
差
し
引
い
た
「
役
目
辻
」
に
応

じ
て
百
石
二
人
ず
つ
の
「
出
人
」
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
一

割
分
を
減
じ
た
「
定
出
人
」
が
実
際
に
拠
出
し
た
人
数
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
一
二
組
所
属
と
し
て
合
計
五
七
六
人
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
う
ち
全

免
は
五
五
人
だ
け
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
組
子
が
対
象
だ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら

か
で
あ
る
（
18
）。
そ
し
て
こ
の
一
二
組
と
は
同
年
の
大
坂
陣
の
動
員
組
織
で
も

あ
り
、
六
組
が
藩
主
秀
就
の
馬
廻
、
残
り
六
組
は
輝
元
の
「
旗
本
」
な
の
だ
っ

た
（
19
）。
ま
た
表
に
よ
れ
ば
普
請
肝
煎
は
岩
国
藩
と
一
門
六
家
か
ら
だ
け
出
さ

れ
て
い
る
。
肝
煎
を
拠
出
す
る
一
門
と
、
一
二
組
そ
れ
ぞ
れ
が
二
組
ず
つ
合
わ

さ
っ
た
も
の
が
作
業
単
位
を
な
し
て
い
た
。
繰
り
返
さ
れ
る
普
請
に
対
応
す
る

た
め
に
、
個
々
の
家
臣
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
一
門
ク
ラ
ス
の
大
身
に
一
定
数
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の
管
理
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
て
お
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
普
請
現
場
で

は
再
編
さ
れ
る
と
は
い
え
、
動
員
の
局
面
で
は
軍
事
編
成
に
基
づ
く
組
織
が
単

位
な
の
だ
っ
た
（
20
）。

　

こ
の
よ
う
に
一
七
世
紀
半
ば
ま
で
の
普
請
役
に
対
し
て
は
、
家
臣
団
の
な
か

で
も
大
組
を
対
象
に
、
百
石
当
た
り
三
人
、
二
人
、
一
・
五
人
の
出
人
を
課
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
当
職
益
田
玄
祥
が
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）

に
提
出
し
た
覚
書
の
な
か
に
、「
御
家
中
御
役
目
、
大
殿
様
（
毛
利
輝
元
、
寛

永
二
年
没
）
御
時
ハ
、
江
戸
・
大
坂
御
仕
置
な
と
ゝ
候
て
、
半
役
・
三
歩
弐
役

相
勤
候
内
も
」
と
い
っ
た
く
だ
り
が
あ
る
（
21
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
百
石
当
た

り
一
・
五
人
が
半
役
、
二
人
が
三
分
の
二
役
で
あ
っ
て
、
本
役
は
三
人
だ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
家
臣
へ
の
出
人
は
百
石
三
人
＝
本
役
を
基
準
に
し
た
も
の
だ
っ

た
。

　

だ
と
す
れ
ば
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
幕
府
軍
役
規
定
で

百
石
三
人
役
が
本
役
と
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
で
あ
る
（
22
）。
萩
藩
は
普
請
役

に
さ
い
し
て
も
幕
府
の
軍
役
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
家
臣
を
動
員
し
て
い
た

の
で
あ
る
（
23
）。

　

こ
う
し
て
、
割
り
当
て
対
象
の
組
織
か
ら
い
っ
て
も
基
準
か
ら
い
っ
て
も
、

普
請
役
と
は
軍
役
動
員
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
萩
藩
は
、
幕
府

普
請
役
を
こ
う
し
た
形
で
家
臣
団
に
賦
課
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
百
姓
役
の

徴
発
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
み
な
し
う
る
。

表３　慶長19年「江戸御普請出人之帳」の構成

惣高
（石）

引方
（石）

（家臣
数）

普請
肝
煎引
（石）

組頭
役引
（石）

組子
自身
役引
（石）

他引方
（石）

役目辻
（石）

（家臣
数）

出人数
（人）

定出人
（人）

出人
数
/100
石

定出
人
/100
石

広家（吉川） 47920.146 ― ― 300 ― ― 6000 41620.1 1 832.4 749.16 2 1.8
備前守（宍戸） 9766.95 ― ― 300 ― ― 3000 6466.95 1 129.32 116.39 2 1.8
山城守（右田） 13014.582 ― ― 300 ― ― 3000 9714.58 1 194.28 174.85 2 1.8
兵庫守（厚狭） 10676.287 ― ― 300 ― ― 　― 10376.3 1 207.52 186.77 2 1.8
伊賀守（吉敷） 7166.915 ― ― 300 ― ― 　― 6866.92 1 137.32 123.89 2 1.8
志摩守（阿川） 4752 ― ― 300 ― ― 　― 4452 1 89.04 81.136 2 1.8
益田玄蕃 13782.388 ― ― 300 ― ― 1910.2 11572.2 1 231.44 208.3 2 1.8
合 107079.268 16010.2 91069 7 1821.3 1639.1 2 1.8

1 一組　福原越後守 22691.628 12318.5 6 　― ― 300 　― 10373.1 27 201.46 181.31 2 1.8
2 一組　山内肥前守 9432.52 430.065 4 　― 1000 300 15 7687.74 38 153.74 138.37 2 1.8
3 一組　益田河内守 15813.788 4533.21 5 　― 1000 300 270.1 9710.48 21 194.2 174.78 2 1.8
4 一組　内藤孫兵衛 9516.626 384.317 3 　― 1000 300 　― 7832.31 52 156.64 140.98 2 1.8
5 一組　宍道五郎左衛門 11508.175 1114.75 4 　― 1000 300 80.14 9013.28 62 180.26 162.23 2 1.8
6 一組　渡辺土佐守 12199.67 254.524 2 　― 1000 300 　― 10489.9 44 209.78 188.82 2 1.8
7 一組　国司右京亮 16311.304 4186.07 4 　― 1000 300 155.3 10825.2 35 216.5 194.85 2 1.8
8 一組　児玉五郎右衛門 14253.772 554.099 1 　― 1000 300 　― 12399.7 32 247.98 223.18 2 1.8
9 一組　井原四郎右衛門 17667.469 　　― ― ― 　― 300 133.6 10719.2 33 214.38 192.94 2 1.8
10 一組　榎本伊豆守 17482.414 678.986 4 　― 300 200 503.4 15800 56 316 284.4 2 1.8
11 一組　柳沢新右衛門 10504.811 1275.85 11 　― 300 300 412.7 8215.91 53 164.3 147.87 2 1.8
12 一組　粟屋肥後守 11656.141 3254.37 11 　― 1000 300 1954 9695.06 61 128.8 115.92 1.329 1.2
惣并 276117 65841 210276 521 4205.3 3784.7 2 1.8

毛利家文庫・遠用物近世前期1011「江戸御普請出人之帳」より作成。

四
七



　
　
　

三　

家
臣
に
と
っ
て
の
普
請
役

 
（
一
）
知
行
に
応
じ
た
家
臣
の
役

　

以
上
に
の
べ
た
普
請
役
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
ん
ど
は
家
臣
の
側
か
ら
み
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

い
ま
み
た
慶
長
十
九
年
の
江
戸
城
普
請
は
、
じ
つ
は
前
年
に
も
予
定
さ
れ
て

い
な
が
ら
延
引
と
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
慶
長
十
七
年
十
一
月
十
四

日
付
け
で
「
来
年
江
戸
普
請
ニ
付
而
、
正
月
十
六
日
人
数
可
差
上
之
事
」、
お

よ
び
「
百
石
ニ
付
而
百
目
宛
銀
子
、
来
正
月
十
日
限
に
可
差
出
之
候
」
こ
と
が

命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
24
）。

　

こ
れ
を
受
け
家
臣
た
ち
は
、
一
斉
に
そ
れ
ぞ
れ
の
組
頭
に
宛
て
て
請
書
を
提

出
し
て
い
る
。
十
一
月
二
十
五
日
付
け
を
中
心
に
、
藩
庁
史
料
の
な
か
に
三
〇

通
ほ
ど
を
み
い
だ
せ
る
。
そ
の
一
例
を
つ
ぎ
に
あ
げ
て
み
よ
う
（
25
）。

　
　
　
　
　

来
役
之
儀
被
仰
出
候
御
請
申
上
候
事

　
　

一
私
知
行
百
七
拾
石
余
所
勤
之
事

　
　

一
内
々
他
借
有
之
付
而
右
之
物
成
ニ
て
当
年
頓
払
方
仕
候
事

　
　
　
　

付 

、
去
八
月
よ
り
飯
米
万
ニ
遣
申
、
只
今
残
米
拾
六
石
余
所
持
申
候
、

然
者
来
正
月
ニ
百
石
ニ
弐
百
目
銀
な
ら
ひ
ニ
普
請
具
・
江
戸
ま
て

人
着
候
間
之
路
銭
に
ハ
右
之
米
ニ
て
相
調
、不
足
候
ハ
ヽ
馬
一
疋
・

脇
さ
し
但
長
わ
き
さ
し
・
鉄
炮
弐
丁
相
嗜
候
間
、
う
り
候
而
成
共

相
調
候
、
其
上
ニ
も
あ
と
よ
り
の
仕
上
不
足
候
ハ
ヽ
、
右
之
田
地

何
方
へ
も
引
方
不
仕
候
間
、
井　

孫
左
衛
門
殿
へ
引
渡
申
仕
上
せ

に
堅
固
ニ
可
相
調
候
、
此
通
被
仰
上
候
而
可
被
下
候
、
仍
如
件

　
　
　
　

慶
長
拾
七
年
十
一
月
廿
五
日　
　
　
　

     

村
上
小
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

山
内
肥
前
守
殿

山
内
肥
前
組
所
属
、
一
七
〇
石
取
の
村
上
小
右
衛
門
で
あ
る
が
、
年
貢
で
借
銀

の
返
済
を
ま
ず
済
ま
せ
る
と
し
た
う
え
で
、
飯
米
等
に
消
費
し
、
い
ま
残
っ
て

い
る
一
六
石
で
も
っ
て
幕
府
普
請
へ
の
出
銀
（
26
）

と
普
請
道
具
や
江
戸
ま
で
人

を
派
遣
す
る
路
銀
に
宛
て
る
こ
と
を
誓
約
し
、
も
し
で
き
な
け
れ
ば
所
持
の
馬

等
を
売
却
し
て
で
も
対
応
す
る
、
そ
れ
で
も
ま
だ
不
足
な
ら
ば
知
行
は
藩
に
返

上
す
る
と
の
旨
を
の
べ
て
い
る
。

　

ま
た
十
一
月
十
四
日
付
け
の
秀
就
・
輝
元
連
署
覚
の
な
か
に
も
「
役
目
不
相

成
も
の
ゝ
儀
、
只
今
可
申
上
候
、
不
成
に
相
極
候
手
前
之
事
者
、
於
于
今
者
黒

土
ニ
て
も
知
行
上
表
候
ハ
ヽ
、
請
取
せ
候
す
る
事
」
と
の
箇
条
が
あ
っ
た
（
27
）。

家
臣
に
と
っ
て
普
請
役
と
は
、
知
行
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
藩
主
へ
の

義
務
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
知
行
を
あ
げ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。別
の
役
に
就
く
こ
と
で
免
除
と
な
る
も
の
も
一
部
に
は
あ
っ
た
が
、

大
組
所
属
の
ほ
と
ん
ど
に
と
っ
て
、
幕
府
普
請
役
こ
そ
が
平
時
に
お
け
る
本
務

そ
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
（
二
）
出
人
の
調
達

　

そ
う
で
あ
る
か
ら
家
臣
は
、
与
え
ら
れ
た
知
行
の
な
か
か
ら
、
つ
ま
り
年
貢

で
も
っ
て
出
銀
や
出
人
を
拠
出
し
た
の
で
あ
り
、
知
行
地
百
姓
に
直
接
に
転
嫁

は
し
て
い
な
い
。
出
人
と
し
て
は
あ
く
ま
で
抱
え
て
い
る
奉
公
人
を
差
し
出
し

て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
つ
ぎ
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
十
一
月
、
藩
は
財
政
再
建
の
た
め
「
正
保
の
二
歩

減
」
を
実
施
、
期
限
付
き
で
家
臣
知
行
の
二
割
を
収
公
し
、
ま
た
八
〇
〇
石
以

下
の
家
臣
に
つ
い
て
は
下
地
（
知
行
地
）
を
召
し
上
げ
、
浮
米
（
蔵
米
）
給
付

に
切
り
替
え
る
こ
と
に
し
た
（
28
）。
そ
の
翌
月
、「
浮
米
を
以
被
遣
候
衆
」
に

対
し
て
出
さ
れ
た
箇
条
の
な
か
に
つ
ぎ
が
あ
る
（
29
）。

　
　

一 

御
軍
役
其
外
天
下
御
普
請
役
之
時
は
、
御
蔵
入
惣
中
よ
り
人
柄
分
限
相

当
々
々
に
被
仰
付
可
被
遣
候
間
、
恩
給
之
儀
は
其
主
人
々
々
よ
り
可
被

相
渡
候
事

知
行
地
が
な
く
な
っ
た
家
臣
に
対
し
て
、
軍
役
お
よ
び
幕
府
普
請
役
の
さ
い
に

は
蔵
入
か
ら
人
の
手
当
は
す
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ほ
ん
ら
い
知
行
地
か
ら

の
拠
出
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
恩
給
は
主
人
が
負
担
せ
よ

と
あ
る
以
上
は
、
知
行
地
百
姓
を
動
員
す
る
に
し
て
も
、
奉
公
人
待
遇
に
し
て

差
し
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
30
）。

　

し
か
も
慶
安
普
請
の
さ
い
の
、
先
に
み
た
普
請
奉
行
の
覚
書
に
は
つ
ぎ
の
箇

条
が
あ
る
（
31
）。

　
　

一 

下
地
無
之
、
浮
米
ニ
而
被
可
遣
候
衆
人
実
之
御
理
之
儀
、
当
春
於
此
節
（
マ
マ
）

如
被
仰
出
候
、
百
石
弐
歩
役
迄
之
分
ハ
自
分
之
気
遣
仕
儀
ニ
候
、
殊
更

今
度
之
御
役
目
壱
歩
役
候
条
、
猶
以
人
実
自
分
ニ
可
指
出
之
通
被
仰
下

候

慶
安
二
年
春
、
浮
米
取
家
臣
に
対
し
て
、
百
石
二
歩
役
ま
で
は
現
人
を
自
身
で

調
達
す
る
と
の
指
示
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
抱
え
て
い
る
奉
公

人
か
ら
の
拠
出
が
も
っ
ぱ
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

じ
っ
さ
い
慶
安
普
請
の
さ
い
に
は
家
臣
団
は
奉
公
人
を
出
人
と
し
て
差
し
出

し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
有
力
家
臣
益
田
家
を
例
に
み
て
お
こ
う
。
益
田
家
は

奥
阿
武
郡
須
佐
を
中
心
と
し
た
知
行
地
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
知
行
高

は
二
歩
減
の
八
八
〇
〇
石
だ
っ
た
。
大
頭
（
組
頭
）
も
つ
と
め
て
い
た
か
ら
、

組
頭
分
三
〇
〇
石
の
役
引
分
を
除
く
と
、
百
石
あ
た
り
一
人
で
計
八
五
人
の
拠

出
の
義
務
を
負
っ
た
計
算
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
表
４
に
ま
と

め
た
「
江
戸
ニ
て
御
普
請
衆
間
病
人
付
立
」
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
益
田
家

拠
出
の
出
人
に
関
し
て
の
、普
請
の
あ
っ
た
お
よ
そ
半
年
強
の
期
間
に
お
け
る
、

「
病
人
」
の
欠
勤
日
数
記
録
で
あ
る
。

　

ま
ず
表
中
の
名
前
は
八
五
人
で
あ
り
、
知
行
高
に
応
じ
た
拠
出
数
に
ち
ょ
う

ど
一
致
す
る
。
表
示
の
個
々
人
が
出
人
な
い
し
拠
出
の
母
体
だ
っ
た
。
そ
の
う

ち
宇　

権
兵
衛
組
な
ど
四
組
分
は
苗
字
の
有
無
で
二
分
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
大
組

分
の
ほ
と
ん
ど
は
某
殿
誰
・
某
代
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
益
田
家
陪
臣
団
は
大

組
一
組
と
、
足
軽
・
中
間
な
ど
の
下
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
小
組
四
組
と
か

ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
で
名
前
が
そ
の
ま
ま
搭
載
さ
れ
る
四
組
の
も
の
た
ち

は
、
自
身
で
江
戸
に
赴
き
、
出
人
を
つ
と
め
た
こ
と
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
大
組

の
う
ち
、
某
殿
と
あ
る
三
人
は
、
陪
臣
団
の
な
か
で
も
上
層
に
位
置
付
く
益
田

家
一
族
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
二
人
ず
つ
の
名
前
が
記
さ
れ
る
が
奉
公
人

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
多
く
は
某
代
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
奉
公
人

を
代
わ
り
に
差
し
出
し
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
大
組
所
属
の
陪
臣
は
奉
公
人

を
拠
出
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。
ま
た
日
用
が
三
人
み
え
る
が
、
こ
れ
は
江

戸
で
雇
用
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

四
九



№ 所属 名前 病人数
1 宇　権兵衛組 寺戸九兵衛 5
2 下三太夫 12
3 吉田八左衛門 9
4 中村市左衛門 23
5 草野九左衛門 26
6 中村与三左衛門 5
7 岩本源左衛門 46
8 橋田忠兵衛 17
9 境忠左衛門 6
10 大谷六兵衛 18
11 　　孫兵衛 10
12 　　六蔵 33
13 　　十郎右衛門 16
14 　　五郎介 2
15 　　勘右衛門 60

小計 288
16 宅　内左組 下惣左衛門 11
17 岩本徳左衛門 9
18 仁長左衛門 9
19 的田正左衛門 4
20 川上七郎兵衛 8
21 大谷神吉 3
22 下□兵衛 3
23 　　正左衛門 30
24 　　仁左衛門 74
25 　　左兵衛 38
26 　　平介 16
27 　　弥二右衛門 43
28 　　三左衛門 6

小計 254
29 波　太郎右組 有田正太夫 2
30 横地理右衛門 11
31 熊谷惣四郎 7
32 横田半兵衛 16
33 城一新兵衛 13
34 宍山九右衛門 17
35 増五右衛門 34
36 大谷九左衛門 5
37 　　久介 27
38 　　羽左衛門 30
39 　　正右衛門 16
40 　　千右衛門 36
41 　　仁左衛門 10
42 　　宇兵衛 23
43 　　惣介 20

小計 267

№ 所属 名前 病人数
44 澄　五郎左組 荻正左衛門 1
45 寺戸源右衛門 14
46 伊藤左右衛門 7
47 長嶺作兵衛 30
48 前助三郎 44
49 栗山正介 31
50 　　久三郎 4
51 　　九介 22
52 　　長右衛門 32
53 宅中右代　市右衛門 20
54 　　十吉 14
55 　　七右衛門 4
56 　　仁左衛門 1

小計 224
57 大組之分 四郎兵衛殿　 孫右衛門 16
58 新左衛門 31

　合 47
59 又左衛門殿　 正九郎 16
60 忠兵衛 4

　合 20
61 八郎左衛門殿　金兵衛 22
62 平兵衛 18

　合 40
63 増十兵衛代 6
64 助左衛門代 7
65 宇　権兵衛代 7
66 栗　孫左代 39
67 波　太郎右代 33
68 大　権左代 7
69 栗　半左代 2
70 堀　八郎兵代 1
71 森権介代 4
72 松　三十郎代 85
73 平　多左代 35
74 日用　長五郎 18
75 日用　三五郎 23
76 日用　孫十郎 10
77 　　　兵四郎 14
78 波　五郎左 22
并 1543

79 右之外ニ煩無之衆 太郎右組　長井与左衛門
80 内左与　梅津左一郎
81 同人与　孫七
82 五郎左与　荻五左衛門
83 同人与　平川五兵衛
84 長平与　市郎兵衛
85 入江忠兵衛

益田家文書 13-159「江戸ニて御普請衆間病人付立」
より作成。

表４　慶安江戸普請における益田家普請衆の病人付立
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こ
の
表
に
し
た
が
え
ば
、
益
田
家
は
割
り
当
て
八
五
人
の
う
ち
五
六
人
と
、

七
割
近
く
を
抱
え
て
い
る
足
軽
・
中
間
ク
ラ
ス
で
宛
て
、
残
る
部
分
を
陪
臣
に

賦
課
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
陪
臣
も
奉
公
人
を
差
し
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
知
行
地
百
姓
か
ら
の
徴
発
は
お
こ
な
わ
ず
、
ふ
だ
ん
抱
え
て
い
る
陪
臣

団
か
ら
拠
出
し
て
い
た
。
ま
と
ま
っ
た
知
行
地
を
有
し
て
い
た
上
層
家
臣
で
さ

え
こ
う
し
た
や
り
方
を
と
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
家
臣
は
抱
え
て
い
る
奉
公
人

を
出
人
に
差
し
出
す
の
が
基
本
だ
っ
た
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
萩
藩
は
幕
府
普
請
役
を
家
臣
に
賦
課
し
た
の
で
あ
っ
て
、
百

姓
に
直
接
割
り
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
家
臣
も
、
出
銀
に
し
て
も
出
人

に
し
て
も
年
貢
の
な
か
で
対
応
し
て
い
た
。
家
臣
の
藩
主
に
対
す
る
、
さ
ら
に

は
藩
主
の
将
軍
に
対
す
る
主
従
関
係
の
枠
内
で
遂
行
さ
れ
た
と
み
な
せ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　

四　

千
石
夫
へ
の
対
応

 

（
一
）
千
石
夫
と
御
普
請
事

　

と
こ
ろ
で
、藩
庁
史
料
の
な
か
に
「
年
紀
考
」
と
題
さ
れ
た
一
書
が
あ
る
（
32
）。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
か
ら
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
ま
で
の
諸
事
を
年
代

順
に
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
書
に
つ
づ
い
て
典
拠
史
料
を
あ
げ
、
さ
ら
に
編
者

の
考
証
を
書
き
加
え
る
と
い
う
形
式
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

な
か
に
幕
府
普
請
役
に
か
ん
す
る
記
事
も
多
く
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
ひ

と
つ
に
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
の
も
の
と
し
て
つ
ぎ
が
あ
が
っ
て
い
る
。

　
　

慶
長
十
七
年

　
　

江
戸
御
普
請
千
石
夫
之
事　
　

付
、
来
年
江
戸
御
普
請
御
用
意
之
事

　
ａ
慶
長
十
七
年
と
あ
り

　
　
　

一
正
月
廿
三
日　
　

秀
就
公
袖
御
判　
　

御
家
蔵
文
書

　
　
　
　
　
　
　

入
江
与
兵
衛
と
の
へ　

金
山
清
兵
衛
と
の
へ

　
　
　

 

千
石
夫
二
月
廿
五
日
を
限
江
戸
可
着
之
通
於
此
表
申
聞
せ
候
事　

数
ケ

条
あ
り
略
之

　
　
　

 

右
条
々
堅
可
申
付
候
也
、
少
之
儀
ニ
候
共
井　

四
郎
右
ニ
相
尋
候
て
可

申
付
候
也

　

ｂ
一
正
月
廿
三
日　
　

秀
就
公
袖
御
判　
　

御
家
蔵
文
書

　
　
　
　
　

千
石
夫
付
立

　
　
　

 

備
前
守
組
共　

主
膳
正
組
共　

七
蔵
組
共　

益
田
玄
蕃
組
共　

山
内
九

郎
兵
衛
組
共　

益
田
修
理
組
共　

内
藤
孫
兵
組
共　

志
道
五
郎
左
組
共

　

宍　

善
左
組
共　

渡　

飛
騨
組
共　

柳　

新
右
組
共　

 

粟　

九
郎

右
組
共　

井　

孫
左
・
祖　

三
左
・
桂
三
郎
兵
組
共  

式
部
少
輔　

広

家
与
力
共
ニ

　
　
　
　

千
石
夫

　
　
　
　
　

高
合
弐
百
九
十
九
人
弐
歩
九
朱

　
ｃ
慶
長
十
七
年
と
あ
り

　
　
　

一 

七
月
廿
四
日　
　

秀
就
公
御
黒
印　

裏
ニ
伊
豆
江
之
御
ケ
条
と
有
、

御
什
書
ニ
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　

木
原
左
近
允
殿　

児
玉
平
右
衛
門
殿　

松
田
久
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

条
々

五
一



　
　
　

一 

罷
上
船
中
於
津
々
浦
々
一
切
陸
地
江
罷
上
間
敷
由
、
組
之
者
共
ニ
堅

可
申
聞
候
事　

数
ケ
条
有
、
略
之

　
　
　

一 
今
度
上
せ
候
三
百
人
之
者
三
人
之
か
し
ら
ニ
百
人
宛
爰
元
よ
り
組
付

候
て
略　

せ
ん
さ
く
仕
儀
ニ
可
申
付
事

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　

 

右
正
月
御
黒
印
ハ
千
石
夫
也
、
益　

牛
庵
覚
書
ニ
も
慶
長
十
七
年

江
戸
千
石
夫
石
別
と
あ
り
、
然
共
七
月
廿
四
日
御
書
付
よ
り
已
後

者
江
戸
御
普
請
事
也
、
按
是
ハ
来
十
八
年
御
普
請
之
御
沙
汰
有
之

ニ
付
、
段
々
其
用
意
被
仰
付
た
る
な
る
へ
し
（
下
略
）

　

ま
ず
ａ
・
ｂ
で
は
、
藩
主
秀
就
よ
り
入
江
・
金
山
の
両
名
に
対
し
、
二
月
二

十
五
日
ま
で
に
千
石
夫
を
江
戸
に
上
せ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
同
時
に
千
石
夫

付
立
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
ａ
は
五
ケ
条
か
ら
な
る
「
法
度
条
々
」
の
一

条
で
あ
る
（
33
）

つ
づ
く
七
月
二
十
四
日
付
け
の
ｃ
は
、
全
部
で
一
三
ケ
条
か
ら

な
る
伊
豆
石
切
場
で
の
丁
場
定
で
あ
り
（
34
）、
う
ち
二
条
だ
け
が
抄
録
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
引
用
を
略
し
た
と
こ
ろ
に
は
十
月
一
日
付
け
な
ど
五
通
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
そ
れ
ら
の
あ
と
に
付
さ
れ
た
考
証
部
分
で
あ
り
、
正
月
の

判
物
は
千
石
夫
で
あ
る
が
、
七
月
二
十
四
日
付
け
以
降
の
も
の
は
江
戸
御
普
請

事
で
あ
る
、
と
し
て
千
石
夫
と
御
普
請
と
を
区
別
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

な
お
「
年
紀
考
」
に
は
慶
長
八
年
「
江
戸
御
普
請
役
之
事
」
の
記
事
も
あ

が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ま
ず
正
月
十
日
付
け
毛
利
輝
元
判
物
を
掲
げ
た
う
え

で
、「
如
御
書
者
千
石
夫
と
相
見
え
候
、然
共
十
二
日
御
書
之
趣
者
又
様
子
替
り
、

御
普
請
之
儀
被
仰
出
た
る
と
見
え
た
り
」
と
の
考
証
を
記
し
て
い
る
。
正
月
十

二
日
付
け
輝
元
判
物
二
通
と
は
益
田
玄
祥
・
熊
谷
元
直
に
普
請
奉
行
を
命
じ
た

も
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
千
石
夫
と
御
普
請
と
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
慶
長
十
七
年
の
記
事
の
考
証
に
は
、
益　

牛
庵
覚
書
に
も
同
様
の
記
載

が
あ
る
と
し
て
い
た
。
先
に
も
あ
げ
た
益
田
玄
祥
が
提
出
し
た
覚
書
の
該
当
箇

所
を
み
る
と
、
た
し
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
っ
た
（
35
）。

　
　

一
十
四
年
、
丹
波
御
普
請
惣
並
相
勤
候
事  

　
　

一
十
五
年
、
尾
張
御
普
請
惣
並
相
勤
候
事

　
　

一
十
六
年
ハ
天
下
役
無
御
座
候
事

　
　

一
十
七
年
ハ
江
戸
千
石
夫
石
別
已
下
惣
並
相
勤
候
事

　
　

一
十
八
年
、
天
下
役
無
之
候
事

　
　

一
十
九
年
、
江
戸
御
普
請
惣
並
相
勤
候
事

こ
れ
を
表
１
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
慶
長
十
四
・
十
五
・
十
九
年
の
記
事
は
全

く
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
な
い
慶
長
十
七
年
に
つ
い
て
は
「
江
戸
千
石

夫
」
と
表
現
し
て
い
る
。
同
時
代
人
に
と
っ
て
も
、
千
石
夫
と
御
普
請
と
の
区

別
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

 
（
二
）
千
石
夫
の
調
達

　

そ
れ
で
は
な
に
が
ち
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
そ
の
名
称
ど
お
り
、
千
石
当
た
り
一
人
の
役
だ
っ
た
。
慶
長
十
七
年
普

請
に
お
け
る
千
石
夫
付
立
を
、
典
拠
と
な
っ
て
い
る
史
料
に
よ
っ
て
ま
と
め
た

五
二



の
が
表
５
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
慶
長
十
八
年
に
新
御
前
帳
高
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
の
朱
印
高

は
二
九
万
八
四
八
〇
石
。
た
だ
し
慶
長
十
四
年
か
ら
は
役
儀
一
〇
万
石
免
除

と
な
っ
て
い
た
（
36
）。
と
い
う
こ
と
は
、
表
中
の
合
計
人
数
と
は
、
こ
の
時
点

で
の
朱
印
高
に
ほ
ぼ
相
当
し
な
が
ら
も
免
除
分
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
高
に
、

文
字
通
り
千
石
当
た
り
一
人
の
賦
課
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
（
37
）。

　

ま
た
千
石
夫
そ
の
も
の
が
幕
府
か
ら
の
指
示
だ
っ
た
。
慶
長
十
七
年
の
千
石

夫
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、「
年
紀
考
」
に
は
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
駿

府
城
再
普
請
の
さ
い
に
も
千
石
夫
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
幕
府
普

請
奉
行
か
ら
「
二
ノ
丸
堀
当
年
五
月
初
時
分
よ
り
千
石
夫
ニ
て
御
ほ
ら
せ
可
被

成
候
旨
最
前
申
触
候
へ
共
」、
駿
府
城
の
火
事
に
よ
っ
て
「
自
余
之
御
普
請
先

可
被
仰
付
之
旨
御
諚
候
」
と
通
知
さ
れ
て
い
る
。
千
石
夫
の
割
り
当
て
が
幕
府

か
ら
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
あ
き
か
ら
だ
ろ
う
。
御
普
請
と
い
わ
れ
る
普
請
が

丁
場
の
割
り
当
て
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
千
石
夫
は
人
足
の
拠
出
そ
の
も
の
が

幕
府
の
命
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

関
連
史
料
が
乏
し
い
な
か
で
の
断
定
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
千
石
夫

と
は
幕
府
の
命
で
千
石
に
一
人
の
人
足
を
拠
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

丁
場
を
ま
る
ま
る
請
け
負
い
、
普
請
奉
行
を
派
遣
し
人
足
ば
か
り
か
関
連
す
る

経
費
も
調
達
し
て
い
た
御
普
請
と
は
違
っ
て
い
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
こ
で
表
５
の
内
訳
を
み
る
と
、
六
一
人
余
は
支
藩
の
岩
国
藩
（
広
家
与
力

共
ニ
）
に
割
り
当
て
、
残
り
本
藩
分
は
家
臣
団
に
賦
課
し
て
い
る
。
で
は
こ
の

割
り
当
て
人
数
を
、
個
々
の
家
臣
は
ど
う
や
っ
て
調
達
し
て
い
た
の
か
。
こ
の

点
に
か
ん
し
て
は
つ
ぎ
の
史
料
が
あ
る
。
三
井
検
地
が
終
了
し
た
慶
長
十
八
年

七
月
、
給
領
所
務
代
宛
て
と
思
し
き
毛
利
輝
元
判
物
の
う
ち
の
一
条
で
あ
る

（
38
）。

　
　

一
七
ツ
三
分
并
千
石
夫
之
外
、
給
主
所
務
仕
候
も
の
於
有
之
者
可
申
上
事

　
　
　
　

付
、
人
遣
之
儀
茂
七
ツ
三
分
之
内
ニ
可
在
之
事　
　

七
ツ
三
分
と
は
こ
の
段
階
で
の
免
率
の
こ
と
だ
か
ら
、
年
貢
と
千
石
夫
以
外
の

給
主
に
よ
る
徴
収
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
知
行
地
百
姓
に
と
っ
て
千

石
夫
と
は
、
七
ツ
三
分
の
年
貢
以
外
の
負
担
だ
っ
た
。

　

百
石
三
人
役
な
ど
の
出
人
の
ば
あ
い
、
家
臣
は
年
貢
の
う
ち
か
ら
給
銀
を
支

払
い
、
ま
た
路
銀
な
ど
も
手
当
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
百
姓
に
と
っ
て
の

直
接
の
役
務
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
千
石
夫
は
年
貢
と
な
ら
ぶ
百
姓
の
役

務
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
藩
が
家
臣
団
に
割
り
当
て
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
は
あ

表５　慶長17年、江戸普請千石夫付立
千石夫人数

備前守組共ニ 15.23
主膳正組共ニ 35.12
七蔵組共ニ 26.29
益田玄蕃組共ニ 26.7
山内九郎兵衛組共ニ 10.75
益田修理組共ニ 27.6
内藤孫兵衛組共ニ 9.45
宍道五郎左組共ニ 11.86
宍戸善左組共ニ 10.44
渡飛騨組共ニ 14
柳　新右組共ニ 10.1
粟　九郎右組共ニ 8.91
井　孫左・祖　三
左・桂三郎兵組共ニ

23.84

式部少輔 7.13
（小計） 237.42
広家与力共ニ 61.87
（合計） 299.29
『山口県史　史料編近世１下』496頁。

五
三



る
が
、
最
終
的
な
負
担
が
家
臣
に
あ
る
の
が
御
普
請
で
、
百
姓
に
あ
る
の
が
千

石
夫
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
萩
藩
の
内
部
で
は
、
両
者
は
異
な
る

形
で
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

近
世
初
期
に
お
け
る
普
請
役
の
遂
行
過
程
に
つ
い
て
、
と
く
に
人
足
の
調
達

の
仕
方
に
注
目
し
て
萩
藩
の
対
応
を
観
察
し
て
き
た
。
ま
ず
あ
き
ら
か
に
し
た

こ
と
は
、
基
本
的
に
は
家
臣
へ
の
軍
役
に
よ
っ
て
調
達
し
て
お
り
、
百
姓
役
と

し
て
割
り
か
け
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
土
佐
藩
が
元
和
改

革
に
よ
っ
て
、「
給
人
の
負
担
に
お
い
て
、
農
民
を
保
護
し
な
が
ら
当
面
の
財

政
危
機
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
」
よ
う
に
（
39
）、
個
別
藩
の
事
情
に
即
し
た

対
応
の
仕
方
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
萩
藩
に
お
い
て
は
普
請
役
が
、「
公
儀
へ
の
役
負

担
を
基
軸
と
す
る
身
分
支
配
の
体
系
強
化
」
と
直
接
に
結
び
付
い
て
い
た
と
は

い
え
な
く
な
る
し
、
し
か
も
三
井
検
地
に
つ
い
て
の
、「
一
四
万
石
の
蔵
入
地

は
、
本
藩
領
高
の
三
二
％
弱
と
な
る
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
高
い
蔵
入
率
で
は
な

く
、
慶
長
十
年
代
に
連
年
行
わ
れ
た
幕
府
普
請
役
に
対
応
す
る
た
め
、
三
井
検

地
の
成
果
を
多
く
知
行
に
割
り
振
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
」

と
の
評
価
に
即
す
る
な
ら
ば
（
40
）、
藩
権
力
確
立
に
む
し
ろ
阻
止
的
に
働
い
た

こ
と
に
さ
え
な
る
。
普
請
役
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
藩
の
実

態
に
即
し
た
事
例
の
蓄
積
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
こ
れ
ら
普
請
役
と
は
別
の
も
の
と
し
て
千
石
夫
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
小

論
が
浮
き
彫
り
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
旦
は
家
臣
に
割
り
当
て
ら

れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
百
姓
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
も
幕
府
か

ら
直
接
に
指
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、他
の
藩
に
も
共
通
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

百
姓
役
と
い
う
な
ら
、
こ
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
普
請
役
一
般
と

は
区
別
さ
れ
て
千
石
夫
が
あ
り
、
そ
れ
が
百
姓
身
分
と
対
応
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
意
味
付
け
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
や
は

り
諸
藩
の
事
例
が
ぜ
ひ
知
り
た
い
。

　

さ
ら
に
普
請
役
の
問
題
は
そ
う
し
た
政
治
史
の
文
脈
と
は
別
に
、
近
世
社
会

成
立
期
に
都
市
部
に
お
い
て
た
く
さ
ん
の
労
働
力
が
使
役
さ
れ
た
と
い
う
意
味

で
、
労
働
社
会
論
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
観
点

か
ら
は
、
現
場
で
の
労
働
編
成
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
、
よ
り
立
ち

入
っ
た
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
関
心
を
も
っ
て
、
ひ
き
つ
づ
き
こ
の
素
材
に
取
り
組
ん
で
ゆ
き
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

註（
１
）
山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫
「
御
勤
事
」
三
二
「
御
城
廻
御
普
請
御
手

伝
御
政
務
之
趣
公
儀
江
被
仰
出
候
記
録
」。

（
２
）
高
木
昭
作
「
幕
藩
体
制
（
Ⅰ
）」『
日
本
歴
史
大
系　

三　

近
世
』
山
川

出
版
社
、
一
九
八
八
年
。

五
四



（
３
）
加
賀
藩
に
つ
い
て
は
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
の
江
戸
城
天
主
台
普

請
へ
の
対
応
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
領
内
一
円
か
ら

徴
発
し
た
夫
役
四
千
人
・
家
中
役
人
五
千
人
・
江
戸
で
雇
用
し
た
日
用
二

～
三
千
人
と
い
う
労
働
力
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
、
た
だ
し
夫
役
に
は
扶

持
に
加
え
て
給
銀
も
給
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
村
々
か
ら
余
荷
銀
と
し

て
徴
収
し
て
い
た
と
い
う
（
木
越
隆
三
『
日
本
近
世
の
村
夫
役
と
領
主
の

つ
と
め
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）

か
ら
は
普
請
役
と
し
て
材
木
役
を
務
め
て
い
た
土
佐
藩
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
以
前
に
は
家
臣
へ
賦
課
し
た
役
之
者
と
、
郡
ご
と
の
人
足
奉
行
が
徴
発

し
た
百
姓
と
か
ら
な
っ
て
い
た
（
長
屋
隆
幸
「
土
佐
藩
の
公
儀
普
請
―
主

に
石
材
の
調
達
と
労
働
力
確
保
の
変
遷
に
つ
い
て
―
」（
金
沢
城
調
査
研

究
所
『
金
沢
城
研
究
』
八
、
二
〇
一
〇
年
））。

 

　

両
者
の
い
う
よ
う
に
、
国
元
か
ら
の
人
足
調
達
は
家
中
役
と
百
姓
役
の

二
本
立
て
か
ら
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、萩
藩
が
慶
長
十
二
・
十
三
年
（
一

六
〇
七
・
〇
八
）
駿
河
城
普
請
を
担
当
し
た
さ
い
の
一
連
の
経
緯
の
紹
介

を
み
る
と
、
百
五
十
石
に
一
人
、
二
百
石
に
一
人
な
ど
の
割
合
で
も
っ
ぱ

ら
家
中
役
に
拠
っ
て
い
た
ら
し
い
（
小
和
田
哲
男
「
慶
長
期
駿
府
城
手
伝

い
普
請
の
実
態
―
助
役
大
名
毛
利
家
の
場
合
―
」『
静
岡
大
学
教
育
学
部

研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
科
学
篇
）』
五
五
、
二
〇
〇
五
年
）。
駿
府
城
普

請
以
外
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
か
ど
う
か
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
４
）
毛
利
家
文
庫「
御
勤
事
」二
八「
元
和
十
年
以
来
大
坂
禁
裏
御
普
請
事
」。

（
５
）
毛
利
文
庫
「
幕
府
」
六
四
「
江
戸
城
手
伝
普
請
覚
書
」。

（
６
）
註
４
。

（
７
）
松
尾
美
恵
子
「
近
世
初
期
大
名
普
請
役
の
動
員
形
態
」『
徳
川
林
政
史

研
究
所　

研
究
紀
要　

昭
和
六
〇
年
度
』、
一
九
八
六
年
、
北
原
糸
子
『
江

戸
城
石
垣
物
語
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
。

（
８
）
た
だ
し
幕
府
か
ら
は
扶
持
米
が
給
付
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
事
実
上
の

割
り
当
て
基
準
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
９
）
田
中
誠
二
「
萩
藩
の
家
臣
団
編
成
と
加
判
役
の
成
立
」『
山
口
大
学
文

学
会
志
』
五
五
、
二
〇
〇
五
年
。

（
10
）
毛
利
家
文
庫
「
給
禄
」
一
九
。

（
11
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
益
田
家
文
書
（
所
蔵
分
）
五
二
―
四
―
一
「
御

普
請
出
人
壱
歩
役
之
覚
」。

（
12
）
益
田
家
文
書
二
六
―
二
―
四
「
慶
安
二
・
三
両
年
江
戸
御
普
請
公
儀
・

御
家
中
諸
入
目
付
立
」。

（
13
）
あ
と
で
み
る
益
田
家
の
病
人
付
立
よ
り
。

（
14
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
二
』
三
―
二
〇
「
毛
利
輝
元
覚
」。

（
15
）
同
三
―
二
五
「
毛
利
輝
元
定
」。

（
16
）
同
三
―
三
六
「
毛
利
輝
元
定
案
」。

（
17
）
同
三
―
四
一
「
毛
利
輝
元
覚
」。

（
18
）
慶
長
十
年
の
「
出
人
帳
」
で
は
足
軽
も
動
員
さ
れ
て
い
る
（
毛
利
家
文

庫
・
遠
用
物
近
世
前
期
一
〇
一
〇
「
江
戸
御
普
請
組
帳
」）。
慶
長
十
九
年

の
こ
の
「
出
人
帳
」
に
は
足
軽
は
み
え
な
い
の
だ
か
ら
、
直
接
動
員
対
象

で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
慶
安
普
請
と
同
様
、
管
理
部
門
と

五
五



し
て
の
派
遣
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
19
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
六
』  

国
司
家
文
書
一
〇
〇
。

（
20
）
土
佐
藩
の
ば
あ
い
に
は
、
公
儀
普
請
役
に
動
員
す
る
家
臣
団
は
、
戦
時

の
陣
立
と
は
別
の
組
織
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
註
３
長
屋
論

文
）。

（
21
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
二
』
三
―
一
三
〇
「
当
職
益
田
玄
祥
覚
書
」。

（
22
）
高
木
昭
作
『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、

三
六
六
頁
。
萩
藩
の
大
坂
陣
の
さ
い
の
「
武
具
定
」
も
、「
百
石
ニ
三
人

は
り
（
張
）
之
御
役
目
」
を
想
定
し
て
策
定
さ
れ
て
い
た
（『
山
口
県
史

史
料
編
近
世
二
』
三
―
八
一
「
毛
利
氏
家
中
武
具
定
付
立
」）。

（
23
）
も
っ
と
も
表
中
の
組
子
自
身
役
引
は
一
〇
〇
石
ず
つ
の
免
除
だ
か
ら
、

各
組
で
は
組
頭
以
外
に
自
身
で
赴
く
も
の
は
三
人
程
度
し
か
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
人
足
だ
け
を
拠
出
す
れ
ば
い
い
点
は
戦
争
へ
の
動
員
と
異
な

る
点
で
は
あ
る
。

（
24
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
二
』
三
―
五
八
「
毛
利
秀
就
・
同
輝
元
連

署
覚
」。

（
25
）
毛
利
家
文
庫
・
遠
用
物
近
世
前
期
一
七
八
三
「
村
上
小
右
衛
門
請
状
」。

（
26
）
家
臣
に
は
出
人
と
は
別
に
普
請
に
か
か
っ
た
経
費
が
出
銀
と
し
て
賦
課

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
慶
安
普
請
の
と
き
の
書
き
上
げ
を
み
る
と
（
益

田
家
文
書
二
六
―
二
―
四
「
慶
安
二
三
両
年
江
戸
御
普
請
公
儀
・
御
家
中

諸
入
目
付
立
」）、
合
計
銀
四
〇
五
貫
八
六
〇
目
余
の
内
訳
と
し
て
、
石
の

搬
送
や
足
場
に
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
材
木
や
板
の
代
銀
が
あ
が
っ
て

い
る
し
、
修
羅
を
は
じ
め
鍬
・
鉄
手
子
・
鑿
・
石
矢
・
石
槌
な
ど
と
い
っ

た
普
請
道
具
代
、
砂
利
や
栗
石
と
い
っ
た
資
材
代
、
あ
る
い
は
石
切
日

用
・
日
用
夫
・
車
力
の
賃
銀
も
あ
っ
た
。
石
の
調
達
は
不
要
だ
と
さ
れ
た

普
請
で
も
、
こ
れ
だ
け
の
経
費
が
か
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
別
に
残
さ
れ

て
い
る
普
請
終
了
後
の
書
き
上
げ
で
は
銀
四
八
九
貫
八
九
七
匁
に
及
ん
で

お
り
、
そ
の
う
ち
家
中
分
と
し
て
約
六
二
％
を
負
担
さ
せ
、
残
り
は
「
上

分
」
と
し
て
藩
庫
か
ら
拠
出
し
て
い
た
（
毛
利
家
文
庫
遠
用
物
近
世
前
期

一
七
〇
九
）。
家
中
分
に
つ
い
て
は
、
最
初
は
百
石
当
た
り
銀
一
〇
〇
目

を
賦
課
し
た
も
の
の
、
追
加
で
担
当
が
命
じ
ら
れ
る
に
つ
れ
、
さ
ら
に
五

〇
目
も
し
く
は
一
〇
〇
目
ず
つ
を
追
徴
し
た
よ
う
で
あ
る
。

 

　

な
お
引
用
史
料
で
は
百
石
二
〇
〇
目
銀
と
あ
る
が
、
別
の
請
書
で
は
百

石
一
〇
〇
目
銀
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
当
人
が
赴
く
か
否
か
で
差
が
設
け

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
27
）
註
24
。

（
28
）
田
中
誠
二
「
一
七
世
紀
前
半
の
萩
藩
財
政
」『
山
口
大
学
文
学
会
志
』

五
七
、
二
〇
〇
八
年
。

（
29
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
二
』
三
―
一
八
二
「
加
判
衆
連
署
覚
」。

（
30
）
こ
の
こ
ろ
家
臣
は
奉
公
人
の
多
く
を
知
行
地
か
ら
の
取
中
間
で
確
保
し

て
い
た
ら
し
い
。

 

　

元
和
八
年
（
一
六
三
一
）
二
月
、
秀
就
・
輝
元
連
署
で
「
知
行
替
之
者

共
江
申
聞
条
々
」
が
出
さ
れ
て
い
る
（『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
二
』

三
―
一
〇
六
「
毛
利
輝
元
・
秀
就
連
署
条
々
」）。
そ
の
な
か
に
つ
ぎ
の
箇

五
六



条
が
あ
る
。

 
　
　

一 

帳
は
つ
れ
之
者
、
取
中
間
に
仕
候
而
近
年
召
仕
候
者
之
儀
者
、
不

残
召
連
可
罷
退
之
事

 

　
　

一 
去
年
之
給
を
と
り
た
る
帳
付
之
取
中
間
に
て
候
者
、今
年
中
召
仕
、

十
二
月
十
三
日
に
可
指
戻
候
事

 

検
地
帳
に
未
登
録
の
も
の
を
取
中
間
と
し
て
使
役
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
ま

ま
新
し
い
知
行
地
に
召
し
連
れ
て
よ
い
。
し
か
し
登
録
さ
れ
た
も
の
な
ら

ば
、
も
と
の
知
行
地
に
差
し
返
す
よ
う
に
、
と
の
指
示
で
あ
る
。
家
臣
が

知
行
地
か
ら
調
達
し
た
奉
公
人
を
取
中
間
と
よ
ん
で
い
た
。

　
　
　

ま
た
べ
つ
に
つ
ぎ
の
箇
条
も
み
え
る
。

 

　
　

一 

先
年
他
国
役
に
帳
付
之
百
姓
を
出
し
候
而
、
其
百
姓
走
候
と
て
普

代
之
出
物
作
を
も
と
し
候
者
之
事
者
、
百
姓
を
役
目
に
出
し
候
儀

不
謂
事
ニ
候
間
、
先
地
へ
無
相
違
可
戻
之
事

 

中
段
の
意
味
が
と
り
か
ね
る
が
、
先
年
、
他
国
役
と
し
て
検
地
帳
に
登
録

さ
れ
た
百
姓
を
出
し
た
ば
あ
い
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
こ
と
は
禁
じ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
も
と
の
知
行
地
に
差
し
返
す
よ
う
に
、
と
の
趣
旨
で
あ
ろ

う
。
家
臣
が
幕
府
普
請
へ
の
出
人
を
調
達
す
る
さ
い
、
知
行
地
百
姓
の
徴

発
で
は
な
く
、
取
中
間
が
原
則
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ば
あ
い
に
よ
っ
て
知

行
地
百
姓
を
動
員
す
る
に
し
て
も
、
奉
公
人
待
遇
に
し
て
差
し
出
し
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
31
）
註
11
に
同
じ
。

（
32
）
毛
利
家
文
庫
「
年
表
」
九
「
年
紀
考
」
。
な
お
本
史
料
は
、
毛
利
家
文

庫
「
御
什
書
」
七
「
年
紀
考
」
を
再
編
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
ち

ら
の
収
録
記
事
の
下
限
は
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
で
あ
る
。

（
33
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
一
下
』、
四
九
七
頁
。

（
34
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
二
』
三
―
五
〇
「
毛
利
輝
元
定
写
」。

（
35
）
毛
利
家
文
庫
「
巨
室
」
八
「
益
田
牛
庵
覚
書
」。

（
36
）『
山
口
県
史　

史
料
編
三
』
解
説
。

（
37
）
先
に
あ
げ
た
「
年
紀
考
」
の
慶
長
八
年
「
江
戸
御
普
請
役
之
事
」
の
典

拠
史
料
、
正
月
十
日
付
け
輝
元
判
物
に
も
、「
千
石
ニ
壱
人
ツ
ヽ
の
御
役

目
ニ
て
候
条
、
遠
国
ニ
候
へ
共
、
た
や
す
き
儀
と
申
事
候
」
と
あ
る
。
な

お
こ
こ
で
な
ぜ
役
儀
一
〇
万
石
免
除
が
適
用
さ
れ
な
い
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。

（
38
）『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
一
下
』、
五
四
六
～
五
四
七
頁
。
な
お
典
拠

と
し
た
「
毛
利
三
代
実
録
考
証
」
で
は
郡
奉
行
宛
と
推
察
し
て
い
る
が
、

内
容
か
ら
考
え
る
と
給
領
所
務
代
宛
と
み
な
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ

る
。

（
39
）
高
木
昭
作
「
初
期
藩
政
改
革
と
幕
府
」『
歴
史
評
論
』
二
五
三
、
一
九

七
一
年（
の
ち
同『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
』岩
波
書
店
、一
九
九
〇
年
）。

（
40
）
田
中
誠
二
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
、
三
九
頁
。

五
七


